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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 1,770,000株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数　1,000株

　（注）１　平成26年１月30日（木）開催の取締役会決議によります。

２　上記発行数は、平成26年１月30日（木）開催の取締役会において決議された第三者割当による自己株式の処分

（以下「本自己株式処分」といいます。）に係る募集株式数であります。本自己株式処分は、金融商品取引法第

二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘でありま

す。

３　振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 1,770,000株 2,920,500,000 －

一般募集 － － －

計（総発行株式） 1,770,000株 2,920,500,000 －

　（注）１　本自己株式処分は、三井造船株式会社（以下「三井造船」といいます。）を割当先として行う第三者割当の方法

によります。

２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額です。

３　本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされ

ません。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込
株数単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

1,650 － １株 平成26年３月18日（火）
該当事項はあり

ません。
平成26年３月24日（月）

　（注）１　全株式を三井造船に割り当て、一般募集は行いません。

２　発行価格は会社法上の払込金額です。

３　自己株式の処分に係るものであり、発行価格（会社法上の払込金額）は資本組入れされません。

４　申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払い込むものとします。
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５　本自己株式処分は、割当予定先が、平成26年１月31日(金)に開始する当社普通株式に対する公開買付け（以下

「本公開買付け」といい、本自己株式処分及び本公開買付けを総称して「本取引」といいます。）へ応募するた

めに行われるものです。本公開買付けには買付予定数の上限及び下限が設定されております。本公開買付けにお

ける応募株主の応募株券等の総数が買付予定数の上限（10,000,000株）を超える場合は、その超える部分の全部

又は一部の買付け等を行わず、金融商品取引法第27条の13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済

を行うこととなるため、本自己株式処分における処分株式数の一部に申込みがないこととなり、当該部分に係る

本自己株式処分に係る割り当てを受ける権利は消滅いたします。また、本公開買付けにおける応募株主の応募株

式の総数が買付予定数の下限（8,311,207株）に満たない場合または本公開買付けが撤回された場合には、応募株

券等の全部の買付け等が行われないため、本自己株式処分に係る申込みがないこととなり、本自己株式処分に係

る割り当てを受ける権利は消滅いたします。なお、本公開買付けの概要は次のとおりです。

公開買付者の名称　　　　　　　　三井造船株式会社

対象者の名称　　　　　　　　　　昭和飛行機工業株式会社

買付け等を行う株券等の種類　　　普通株式

買付等の期間　　　　　　　　　　平成26年１月31日（金曜日）から平成26年３月17日（月曜日）まで（31

営業日）

買付等の価格　　　　　　　　　　普通株式１株につき　　　 1,650円

買付予定の株券等の数　　　　　　買付予定数　　　　　10,000,000株

　　　　　　　　　　　　　　　　買付予定数の上限　　10,000,000株

　　　　　　　　　　　　　　　　買付予定数の下限　　 8,311,207株

買付等の決済をする金融商品取引業者の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　ＳＭＢＣ日興証券株式会社

 

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

昭和飛行機工業株式会社　総務部 東京都昭島市田中町600番地

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

三井住友信託銀行株式会社　日本橋営業部 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

 

３【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

2,920,500,000 3,000,000 2,917,500,000

　（注）１　新規発行による手取金は本自己株式処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は本自己株式処分に係る諸費

用の概算額です。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用及びその他諸費用です。

 

（２）【手取金の使途】

本自己株式処分により調達する差引手取概算額2,917百万円の使途につきましては、当社の不動産賃貸事業における賃

貸物件の建築及び改修、並びに新規事業への投資に充当する予定であります。

具体的な使途につきましては以下のとおりです。

本自己株式処分による資金調達は、下記のとおり、平成26年４月以降に随時支出する予定であります。

なお、本公開買付けには買付予定数の上限が設定されており、本公開買付けにおける応募株主の応募株券等の総数が

買付予定数の上限（10,000,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、金融商品取

引法第27条の13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第32条に規定するあん分

比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行うこととなるため、本自己株式処分における処分株

式数の一部に申込みがないこととなり、差引手取概算額は減少いたします。その場合には、一時的には手元資金の使用

で対応し、その後金融機関からの新規借入等を検討いたします。

また、支出時期までの資金管理につきましては、銀行預金で運用する予定です。

 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

① 不動産賃貸事業における賃貸物件建

設のための設備投資

＜内容＞

・新規商業施設（注１）の建設

・賃貸用建物（注２）の建設

1,780

 

 

1,580

200

 

 

 

平成26年11月～平成27年９月

平成27年４月

② 不動産賃貸事業における既存物件の

改修のための設備投資

＜内容＞

・既存商業施設（注３）の改修

900 平成26年４月～平成27年４月

③ 輸送用機器関連事業における新規事

業への投資

＜内容＞

・低カリウム野菜の量産事業の開

始に要する費用（注４）

160 平成26年８月～平成26年10月

④ 銀行からの借入金の返済（注５） 77 平成26年４月～平成26年６月

　（注）１　当社は、ＪＲ青梅線昭島駅北口側に所有する製造工場として使用されていた敷地の一部（約100,000㎡）を

再整備し開発する計画を進めておりますが、その第一ステップとして、約23,000㎡を再整備してアウトド

ア・ライフに特化した商業施設を建設し、アウトドア関連商品を扱う店舗を誘致する予定であり、当該新

規建設資金等に充当いたします。

２　当社は、ＪＲ青梅線昭島駅北口側の現在未利用地となっている土地約3,700㎡の一部（約1,200㎡）に、地

上３階建ての建物を建設し、賃貸する計画（既存のお客様向けの増築）を推進中で、当該建設資金に充当

いたします。
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３　当社は、ＪＲ青梅線昭島駅前に賃貸用商業施設（ショッピングセンター、映画館及びゲームセンター等を

含む複合商業施設。名称：モリタウン）を保有しており、当該商業施設の競争力維持・向上のため屋外飲

食施設（名称：オープンモール）のリニューアルやエスカレーターの更新等の資金に充当いたします。

４　当社は、テストプラントによる野菜の生産技術の研究開発を行ってまいりましたが、平成26年１月、会津

富士加工株式会社が開発した低カリウム野菜生産のライセンスを用いて、当社が培ってきた航空機製造の

品費管理ノウハウを活用し低カリウム野菜の量産事業を行うことを決定しました。低カリウム野菜につい

ては、カリウム摂取を制限されている方々に提供するものです。この生産のため、既存施設を改修して完

全閉鎖型植物工場を設置する予定であり、当該建設資金に充当いたします。

５　銀行から調達している長期借入金の約定返済に充当いたします。
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第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

１【割当予定先の状況】

 

a．割当予定先の概要

名称 三井造船株式会社

本店の所在地 東京都中央区築地五丁目６番４号

直近の有価証券報告書の提出日

有価証券報告書

　第110期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

　提出日：平成25年６月27日　関東財務局長に提出

 

四半期報告書

　第111期第１四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

　提出日：平成25年８月９日　関東財務局長に提出

 

四半期報告書

　第111期第２四半期（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）

　提出日：平成25年11月11日　関東財務局長に提出

　（注）本有価証券届出書提出日現在におけるものです。
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b．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当

予定先の株式の数
当社は割当予定先の普通株式2,092,000株を保有しております。

割当予定先が保有してい

る当社の株式の数
割当予定先は当社の普通株式10,262,793株を保有しております。

人事関係 当社は割当予定先より社外取締役１名の派遣を受けております。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引関係 当社は割当予定先に当社の所有する建物及び土地を賃貸しております。

　（注）１　本有価証券届出書提出日現在におけるものです。

２　割当予定先の保有する当社の普通株式10,262,793株は、割当予定先が保有する当社株式5,131,793株に、割当予定

先が三井住友信託銀行株式会社に信託したうえで、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託された

当社株式（以下「信託株式」といいます。）5,131,000株（議決権行使の指図権は割当予定先に留保されておりま

す。）を加えた株式数です。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

本自己株式処分は、当社の保有する自己株式を本公開買付けに応募するために行うものです。割当予定先である三井造船

によれば、割当予定先は、平成26年１月30日開催の取締役会において、当社普通株式を対象とする公開買付けを実施するこ

とを決議したとのことです。

当社は、平成26年１月30日開催の取締役会において、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、割当予定先

との間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決議し、平成26年１月30日に本

資本業務提携契約を締結いたしました。当社は、本資本業務提携契約において、自己株式1,770,000株について本公開買付け

に応募することを合意しております。当社は、本公開買付けに当社の保有する自己株式を応募するために、三井造船を処分

予定先として選定いたしました。

なお、本公開買付けに賛同の意見を表明するに至った経緯及び本公開買付けに自己株式を応募するに至った経緯は次のと

おりです。

(I) 本公開買付けの賛同表明の根拠及び理由

(i) 本公開買付けの概要

当社は、三井造船より、本公開買付けの概要について、以下の説明を受けております。

 

三井造船は、平成26年１月30日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第二

部に上場している当社株式10,262,793株（注）（当社が平成25年11月13日に提出した第110期第２四半期報告書（以

下「第110期第２四半期報告書」といいます。）に記載された平成25年９月30日現在の発行済株式総数33,606,132株

に対する割合（以下「株式所有割合」といいます。）30.54％（小数点以下第三位四捨五入。以下、株式所有割合に

ついて同じとします。））を実質的に所有し、当社を持分法適用関連会社としております。この度、三井造船は、平

成26年１月30日開催の取締役会において、当社を連結子会社化することを目的として、当社株式につき本公開買付け

を行うことを決議したとのことです。

（注）三井造船が直接所有する当社株式5,131,793株に信託株式5,131,000株（議決権行使の指図権は三井造船に留

保されております。）を加えた株式数です。

本公開買付けにおいては、当社を連結子会社化することを目的とするものであるため、買付予定数の下限を

8,311,207株（株式所有割合24.73％。なお、本公開買付けにより当該8,311,207株の買付け等を行った後に三井造船

が実質的に所有することとなる当社株式は18,574,000株（株式所有割合55.27％））としており、本公開買付けに応

じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限（8,311,207株）に

満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。
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また、三井造船は、本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持しながら、資本関係を出来る限り強化す

る方針であるとのことであり、買付予定数の上限を10,000,000株（株式所有割合29.76％。なお、本公開買付けによ

り当該10,000,000株の買付け等を行った後に三井造船が実質的に所有することとなる当社株式は20,262,793株（株式

所有割合60.29％））と設定しているとのことです。したがって、応募株券等の総数が買付予定数の上限

（10,000,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、金融商品取引法第27条の13

第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第32条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行うとのことです。

 

(ii) 当社及び三井造船における本公開買付けの意思決定に至る過程及び理由

三井造船は、「社会に人に信頼されるものづくり企業であり続ける」ことを企業理念としているとのことです。

この企業理念のもと、船舶海洋、機械、プラント、社会インフラ、その他ＩＴ・サービス関連など広範囲の事業分

野において培った複合技術とグローバルな事業活動で積み重ねた経験を総合的に調和させた製品・サービスを提供す

る“ものづくり企業”として、社会や人々からの期待に応え信頼を高めることを経営の基本方針としているとのこと

です。

この基本方針に基づき「顧客満足の向上」、「従業員尊重」、「社会の発展への寄与」、「利益追求」を経営姿勢

として掲げ、全てのステークホルダーに対し企業として存続する価値を評価されるよう努めているとのことです。そ

のために、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定体制と株主重視の公正な経営システムの構築・維持に取り組

んでいるとのことです。

三井造船は、経営環境が大きく変化を遂げる中、経営課題にスピード感をもって対応しなければならない今がまさ

に正念場という認識のもと、平成26年度から平成28年度までの中期経営計画（以下「14中計」といいます。）を前倒

しで策定しているとのことです。

14中計では、平成29年の三井造船創立100周年に向けて「新たな100年の礎を築く」をキャッチフレーズとして、

「持続的成長と収益安定性を兼ね備えたバランスの取れた事業ポートフォリオの実現」を目指しているとのことで

す。ありたい姿を達成するため、（１）製造事業の変革、（２）エンジニアリング事業の拡大、（３）事業参画・周

辺サービス事業の拡大という３本の戦略の柱、及び（４）経営基盤の強化からなる基本方針を策定し、グループ総合

力やグローバル展開による事業拡大のための体制構築に取り組み、事業領域の変革による持続的成長基盤の確立と、

ビジネスモデルの変革による収益の安定化を推し進めているとのことです。

一方、当社は、昭和12年、東京都昭島市に航空機製造を目的として設立され、昭和36年10月に東京証券取引所市場

第二部に上場いたしました。現在は、航空機製造で培った技術と経験を活かして、航空機機装品やタンクローリ等の

特殊車両、軽量・強度素材のハニカム等の輸送用機器関連の製造・販売業を営む一方で、広大な社有地を活用した

ショッピングセンター及び事務所ビル等の不動産賃貸事業並びにホテル、ゴルフ等のホテル・スポーツ・レジャー事

業を当社及び子会社８社により展開しております。

当社は、経営ビジョンとして「企業価値の向上」、「安定収益の確保」、及び「企業の社会的責任」を掲げ、「事

業構造の転換」及び「競争力の強化」を加速させ、売上高の拡大を伴った利益成長を達成することを基本方針とし、

「製造部門の再建」、「不動産部門の収益拡大」、及び「子会社経営体質の強化」を重点課題として進めてまいりま

した。「不動産部門の収益拡大」につきましては、「草かんむりのまちづくり」構想の推進に向け、道路等のインフ

ラ整備を開始し、第一ステップとしてアウトドア・ライフに特化した商業施設の開発を進めており、着実に前進して

います。

また、「子会社経営体質の強化」につきましては、リーマンショック等の影響を受けておりましたが、事業領域の

見直し・拡大やコスト削減等の諸施策の実施により業績は回復傾向にあり、経営体質は改善の方向にあります。

一方、「製造部門の再建」につきましては、売上拡大と原価低減等を図ることにより、輸送用機器関連事業セグメ

ントにおきまして、平成20年度の約13億円の損失から、平成24年度には営業損失が約３億円まで減少し、再建まであ

と一歩のところまで改善しています。
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しかしながら、当社を取り巻く環境は厳しい状況が続くと予想されることから、「製造部門の再建」を達成するた

めには、更なる売上高の拡大、コストの削減のための対策を実施することが課題となっております。

三井造船は、14中計を達成するために様々な検討をしてきたとのことです。その中で、三井造船は、昭和32年に当

社株式を取得して以来、増資等を経て所有株式数を増やしてきた当社との関係を一層強化することで、シナジー効果

を生み出せるのではないかと考えていたとのことであり、平成25年９月頃に、当社株式を追加取得し、両社の企業価

値の向上を図ることについて提案し、当社との間で具体的な協議を開始し、継続しておりました。その結果、当社及

び三井造船は、本公開買付けを通じて当社と三井造船との一層の資本関係の強化を行うことが、以下に示すように両

社における事業基盤の更なる強化を進めることを可能とし、当社、ひいては三井造船グループ全体の企業価値向上に

寄与するとの結論に至り、三井造船は、平成26年１月30日開催の取締役会において、本公開買付けを実施すること及

び本資本業務提携契約を締結することを決定したとのことです。

当社は、不動産賃貸事業セグメントを主軸に三井造船とは異なるビジネスモデルで安定的な収益を上げています

が、製造部門にあたる輸送用機器関連事業セグメントは損失が続いており、当社が改善策を実施し事業展開している

ところです。そこで、今回の公開買付けを通じて両社の資本強化を図り、両社の経営資源を有効的に活用すること

で、当社の製造部門の再建が加速し、当社の更なる収益の積み上げが図られ、三井造船にも安定した収益が還元され

ることが期待できます。

具体的には、当社は、新規事業及び新商品の開発並びに既存商品の用途拡大及び応用製品への展開について、三井

造船が持つ情報や技術及びノウハウを活用することができます。当社の将来的な課題である価格競争力の向上につい

ては、三井造船の生産管理のノウハウの共有による当社の工場生産の効率化や、三井造船の集中購買のノウハウを利

用した当社の調達コストの低減が可能となります。さらに、三井造船の技術力や三井造船に寄せられる情報の提供を

受けることで、当社の製造分野における新規製品及び事業の創出に関する開発と事業展開の期間短縮への寄与が期待

できます。その他にも、三井造船の支社、支店、子会社等の拠点を活用することで、当社製品の販売拡大に繋げるこ

とが可能となると共に、当社の将来的な海外展開においても、三井造船の海外拠点や人材を活用することで、より円

滑な事業推進が可能となると考えております。また、東京証券取引所市場第一部に上場する三井造船の連結子会社と

なることで当社の信用力が高まり、今後の不動産業務の収益拡大のための投資資金がより円滑、効率的に調達できる

ことが期待できます。

次に、三井造船の14中計においても、当社の製造部門である航空機事業やハニカム材料の技術は、三井造船の既存

事業に該当するものがなく、当社が三井造船グループ傘下に加わることで、14中計の事業領域の変革への足がかりに

なることが期待できます。また、当社の海運市況に左右されない安定した収益が、三井造船にも還元されることで、

14中計の目指す「収益の安定化」への寄与が期待できます。その他にも当社の製造部門の立て直しを通じて、グルー

プ経営の強化が進展し、14中計の３本の戦略の柱の下支えとなっている「経営基盤の強化」にも貢献することが期待

できます。

以上の取り組みを通じ、当社の製造部門における早期の利益貢献に加え、三井造船と当社との開発ノウハウの共

有、共同開発の推進、人材の横断的な活用等を進めることにより、両社の継続的な成長を実現させ、グループ全体に

おける更なる競争力の向上を見込んでおります。このように、当社及び三井造船は、本公開買付けを通じて、これま

でに培われた両社の信頼関係を土台としたより強固な資本関係を構築することにより、両社の企業価値を高めること

ができるものと考えております。

なお、本公開買付けの成立後には、両社でシナジー効果を上げるためのプロジェクトチームを組成し、各部門にお

いて個別に具体的なシナジー効果を検討し、早期実現に向けて取り組んでまいります。

また、三井造船によれば、当社の現在の経営陣及び従業員には、引き続き事業運営の中核として事業の発展に尽力

してもらいたいと考えているとのことです。したがって、三井造船は、本公開買付け成立後も当社の現在の経営体制

を維持する方針であるとのことであり、現在、三井造船は、三井造船が当社に派遣している取締役１名に加えて、当

社に新たに役員を派遣する予定はないとのことです。
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当社は、平成26年１月30日開催の取締役会において、上記シナジー効果を考慮すると、本公開買付けにより当社が

三井造船の連結子会社となることで今後の当社のさらなる成長・発展と企業価値の一層の向上に資すると判断すると

ともに、本公開買付けにおける買付予定数の上限は、当社が本公開買付け後も上場を維持するという目的と本公開買

付けに応募する当社株主の応募株式を可能な限り多く買い付けるという観点から妥当なものであり、買付予定数の下

限は、当社を連結子会社化するという目的から妥当なものであると判断し、上記当社の企業価値・株主価値の向上に

関する検討、三井造船の意向、当社及び三井造船から独立した第三者算定機関である野村證券株式会社（以下「野村

證券」といいます。）より取得した当社株式に関する株式価値算定書（当該株式価値算定書における１株当たり株式

価値の算定結果：市場株価平均法：1,112円～1,159円、類似会社比較法：1,390円～1,859円及びディスカウンテッ

ド・キャッシュ・フロー法：1,176円～1,760円）並びに当社及び三井造船から独立した法律事務所である佐藤総合法

律事務所からの法的助言並びに本自己株式処分の必要性及び相当性に関する意見を踏まえた上で、大熊一正氏を除く

当社取締役９名の一致により、本公開買付けに賛同する旨を決議しました。また、野村證券より取得した株式価値算

定書に照らせば、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）は一定の合理性が

あると考えられるものの、本公開買付けにおいては買付予定数の上限が設定され本公開買付け後も当社株式の上場が

維持される予定であるため、当社の株主としては本公開買付け後も当社株式を所有することにも十分な合理性が認め

られることに鑑み、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様の判断に委ねることを決議してお

ります。

なお、当社の取締役である大熊一正氏は、三井造船の従業員を兼務しているため、意思決定における公正性を可及

的に確保する観点から、本公開買付けに関する当社取締役会における審議及び決議には一切参加しておりません。ま

た、上記取締役会には当社監査役の３名全員が出席し、いずれも、当社取締役会における決議事項について異議がな

い旨の意見を述べております。

 

(II) 本公開買付けに自己株式を応募するに至った根拠及び理由

当社は、上記のとおり、本公開買付けにより当社が三井造船の連結子会社となることで今後の当社のさらなる成

長・発展と企業価値の一層の向上に資すると判断し、本公開買付けに賛同する旨を決議するとともに、本公開買付価

格は一定の合理性があると考えられるものの、本公開買付けにおいては買付予定数の上限が設定され本公開買付け後

も当社株式の上場が維持される予定であるため、当社の株主としては本公開買付け後も当社株式を所有することにも

十分な合理性が認められることに鑑み、本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様の判断に委ね

ることを決議いたしました。

当社は、本公開買付けに自己株式を応募することで、当社が不動産賃貸事業の収益拡大及び輸送用機器関連事業再

建をより確実なものとするために「第１　募集要項」「４　新規発行による手取金の使途」「（２）　手取金の使

途」に記載の設備投資等の資金需要を満たすことが可能となること、また、本公開買付価格は、本取引の公表日の前

営業日である平成26年１月29日の東京証券取引所市場第二部における当社株式の終値1,136円に対して45.25％（小数

点以下第三位四捨五入、以下割合の数値において同じ）、平成26年１月29日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値

1,159円（小数点以下四捨五入、以下円の数値について同じ）に対して42.36％、平成26年１月29日までの過去３ヶ月

間の終値単純平均値1,139円に対して44.86％、平成26年１月29日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値1,127円に対

して46.41％のプレミアムをそれぞれ加えた価額であり、後記「第３　第三者割当の場合の特記事項」「３　発行条

件に関する事項」「（１）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」のとおり特に有利な発行価格

に該当しないものと判断していることから、本取引により当社が三井造船の連結子会社となるとともに、本自己株式

処分により資金調達を行うことが当社の企業価値向上及び株式価値の向上に資すると判断し、当社の保有する自己株

式を本公開買付けに応募することを、平成26年１月30日開催の取締役会において決議いたしました。

なお、本自己株式処分を決議するにあたっては、自己株式の処分による資金調達により、当社が不動産賃貸事業の

収益拡大及び輸送用機器関連事業再建をより確実なものとするための設備投資等の資金需要を満たすことが可能とな

ることに加え、銀行借入れ、社債発行及び新株予約権付社債等の負債性の資金調達手段では、本自己株式処分のよう

に当社の財務基盤を強化しつつ資金調達を行うことは達成できないものであり、また公募による自己株式の処分で

は、市場株価にプレミアムを付した価額を払込価格とすることは困難であること等の点から、他の資金調達手段との

比較を行っております。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

当社普通株式　1,770,000株

 

ｅ．株券等の保有方針

割当予定先からは、本自己株式処分により割り当てる当社普通株式（以下「割当予定株式」といいます。）の保有方針に

ついて、中長期的に継続して保有する意向であることを確認しております。

なお、当社は、割当予定先より、払込期日後２年以内に、割当予定株式の全部又は一部を第三者に譲渡した場合には、当

社に書面により報告する旨、及び当社が当該報告内容等を東京証券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供されるこ

とについて同意することにつき、確約書を取得する予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先の払込みに要する財産の存在について、割当予定先が平成25年11月11日に関東財務局長に提出した第

111期第２四半期報告書により、当該割当予定先が割当予定株式の払込金額の払込みに足りる現預金その他流動資産を保有し

ていることを確認しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先は、東京証券取引所市場第一部に上場しており、割当予定先が同取引所に提出したコーポレート・ガバナンス

報告書に記載している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を、同取引所のホームページにて確認す

ることにより、当社は、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３【発行条件に関する事項】

（１）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

発行価格は、割当予定株式の全てを本公開買付けに応募するため、本公開買付価格と同じ価額としました。

当社は、本公開買付価格が、本取引の公表日の前営業日である平成26年１月29日の東京証券取引所市場第二部におけ

る当社株式の終値1,136円に対して45.25％、平成26年１月29日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値1,159円に対して

42.36％、平成26年１月29日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値1,139円に対して44.86％、平成26年１月29日までの過

去６ヶ月間の終値単純平均値1,127円に対して46.41％のプレミアムをそれぞれ加えた価額となっており、本自己株式処

分は、特に有利な発行価格に該当しないものと判断しており、本公開買付けに当社の保有する自己株式を応募すること

で本公開買付けと同じ価額で本自己株式処分を行うことは妥当であると判断しております。

また、当社の取締役会に出席した全監査役は、本自己株式処分は、発行価格について、取締役会決議の直前営業日の

終値に45.25％のプレミアムを加えた価額であり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案すると、適正かつ妥当で

あり、特に有利な発行価格に該当しない旨の意見を表明しております。

なお、本自己株式処分は、大規模な第三者割当増資に該当するものではありませんが、本公開買付けにより当社は三

井造船の連結子会社となり、支配株主の異動が生じることから、当社は、当社及び三井造船との間で利害関係のない佐

藤総合法律事務所より、当社が本公開買付けに当社が保有する自己株式を応募するために行う本自己株式処分につい

て、必要性及び相当性に関する意見を取得しております。

当該意見の内容は以下のとおりです。

(a) 当社が本公開買付けに応募するために本自己株式処分を行い、かつ、本公開買付けに関して賛同意見を表明する

こと（以下「当社取引」といいます。）の目的は、当社が三井造船の連結子会社となることにより、上記「１　

割当予定先の状況」の「c．割当予定先の選定理由」に記載のとおり、当社と三井造船の信頼関係を土台としたよ

り強固な資本関係を構築し、両者の企業価値を向上させる点にあるところ、かかる当社取引の目的には合理性が

認められる。
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(b) 上記(a)の目的を達成するためには、三井造船に対して当社の株式を割り当てる必要があるため、本自己株式処分

という方法には必要性が認められる。

(c) 当社は、当社及び三井造船から独立した第三者算定機関としての野村證券より取得した株式価値算定の結果を踏

まえた上で、三井造船と利害関係を有しない役員のみによって当社取引の意思決定を行う予定であり、当社取引

の意思決定過程の手続において、その公正性を疑わせるような特段の事情は存在しない。

(d) 本公開買付価格は、野村證券による株式価値算定の結果を参考として、当社と三井造船が対等の立場で交渉を

行ったうえで、当該算定結果の範囲内で決定されており、また、本公開買付価格には相当なプレミアムが付加さ

れているため、当社取引における対価には一定の合理性が認められる。

(e) 以上より、本自己株式処分には必要性があり、また、本自己株式処分の意思決定過程及び条件には不合理な点は

認められないため、相当性も認められる。

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本自己株式処分の発行数量である普通株式1,770,000株が、本自己株式処分により、三井造船に対して割り当てられる

ことで、平成25年９月30日現在の当社普通株式の発行済株式総数33,606,132株（総議決権31,304個）に対する割合は

5.27％（総議決権数に対する割合5.65％）となり当社普通株式につき１株当たりの議決権割合が希薄化することになり

ます。

一方で当社は「２　株式募集の方法及び条件」「４　新規発行による手取金の使途」「(2)　手取金の使途」に記載の

資金使途に充当することは、当社が不動産賃貸事業の収益拡大及び輸送用機器関連事業の再建をより確実なものとする

ことに貢献するものであり、また、一層の財務基盤の強化を図ることができると判断しております。これに加えて、本

取引により当社が三井造船の連結子会社となることで、両社の提携関係を深化させ、シナジーを最大限に発揮できるも

のと考えております。

また、発行数量である1,770,000株は、本公開買付けが買付け予定数の下限（8,311,207株）で成立した場合に、三井

造船が当該8,311,207株の買付け等を行った後に実質的に所有することとなる当社株式18,574,000株から当社が三井造船

に割り当てる1,770,000株を控除した当社株式数16,804,000株に係る議決権数が16,804個となるように設定しておりま

す。当社の第110期第２四半期報告書記載の総株主の議決権の数（31,304個）に、同第２四半期報告書記載の単元未満株

式の数（281,702株（自己株式に係る単元未満株式数を除く。））及び自己株式の数（2,020,430株）の合計数

（2,302,132株）に係る議決権の数（2,302個）を加えた総株主の議決権数は33,606個であり、16,804個は、総株主の議

決権数33,606個の過半数となる数です。

すなわち、当社は、本公開買付けが成立するためには、三井造船が本公開買付け前に実質的に所有する当社株式に係

る議決権数と、本公開買付けにより三井造船が当社を除く当社株主から買付ける株式に係る議決権数が、当社の総株主

の議決権数の過半数を超えることが必要となるようにすることで、少数株主の皆様に配慮した発行数量としておりま

す。

以上のとおり、当社は、本自己株式処分は当社の企業価値及び株式価値の向上にもつながるものと考えているため、

その発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

 

氏名又は名称 住所
所有株式
数（千
株）

総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合
（％）

割当後の
所有株式
数（千
株）

割当後の
総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合
（％）

三井造船株式会社 東京都中央区築地５－６－４ 5,131 16.39 6,901 20.87

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(三井住友信託銀行再信託

分・三井造船株式会社退職給付信託

口)

東京都中央区晴海１－８－11

5,131 16.39 5,131 15.51

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 1,556 4.97 1,556 4.70

BNP PARIBAS SEC SERVICES

LUXEMBOURG/ JASDEC/ ABERDEEN

GLOBAL CLIENT ASSETS（常任代理

人　香港上海銀行東京支店）

33 RUE DE GASPERICH, L-5826

HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋３－11－１）

1,410 4.50 1,410 4.26

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 1,401 4.48 1,401 4.24

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１－８－11

1,103 3.52 1,103 3.33

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

ON BEHALF OF CLIENTS（常任代理

人　株式会社三菱東京UFJ銀行）

56, GRAND RUE L-1660 LUXEMBOURG

（東京都千代田区丸の内２－７－

１）

1,000 3.19 1,000 3.02

CREDIT SUISSE SECURITIES

(EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS

CLIENT ACCOUNT（常任代理人　クレ

ディ・スイス証券株式会社）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ

（東京都港区六本木１－６－１泉

ガーデンタワー）

872 2.79 872 2.64

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 834 2.66 834 2.52

フォスター電機株式会社
東京都昭島市つつじが丘１－１－

109

555 1.77 555 1.68

計 ― 18,994 60.67 20,764 62.78

（注）１　本第三者割当前の大株主構成は、平成25年９月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

２　総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。

３　割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成25年９月30日現在の総議決権数に、本自己株式処分によ

り増加する議決権数（1,770個）を加えて算出した数値であります。

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

該当事項はありません。

 

 

第二部【公開買付けに関する情報】
 

該当事項はありません。

 

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する

こと。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第109期(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)　平成25年６月26日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第110期第１四半期(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)　平成25年８月２日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第110期第２四半期(自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日)　平成25年11月13日関東財務局長に提出

 

４【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成26年１月30日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年６月27日に関東財務局長

に提出

 

 

第２【参照書類の補完情報】
 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提出日以後本

有価証券届出書提出日(平成26年１月30日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「対処すべき課題」につ

いて変更及び追加はありません。

また、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(平成26年１月30日)までの間において、当該有価証券

報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更及び追加はありません。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日(平成

26年１月30日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

昭和飛行機工業株式会社　本店

(東京都昭島市田中町600番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項はありません。

 

 

第五部【特別情報】
 

該当事項はありません。
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